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発行：高槻・五領の環境と子どもの未来を守る会 

 

 

  
防災 勉強会 

危機管理室への質問と回答 抜粋 
№ 質問事項 回答（危機管理室殿） 
6 災害時、薬局、スーパー、コンビニ

等との連携が望ましいと思います
が、どうなっていますか？ 

現在のところ、イオンリテール株式会社や株式会社カインズ等、食料品や生活物資を取り
扱う民間企業等との間に災害時における応急物資の供給に関する協定を締結しておりま
す。 

7 防災備品に、車椅子、担架等も備え
られていますか？ 

災害用備蓄物資として、担架や折畳式リヤカー等を備蓄しております（車椅子はございま
せん）。 

8 この地域は、水害時ハザードマップ
で５ｍ以上の浸水が想定されている
のですが、その場合、生活が元に戻
るまで、何日間ぐらいの避難所生活
が想定されていますか？ 

災害の規模等によって避難所生活の期間は異なるため、現時点において想定することは困
難です。 

9 避難所としての上牧小学校では、ど
の程度の人数の人が避難するだろう
と想定されていますか？ 

災害の規模等によって避難者数は異なるため、現時点において想定することは困難ではご
ざいますが、上牧小学校につきましては、地震の際に開設する指定緊急避難場所及び指定
避難所として指定しており、収容可能人数は１，４４１人と見込んでおります。 

11 防災公衆電話は、全ての避難場所に
設置されていますか？ 

特設公衆電話は、災害発生後、通信会社が設置に努めること定めております。 

12 避難所での組織は、指揮を執る人は
決まっていますか？ 

各避難所の運営は、初動期（災害発生当日）においては、方面隊（避難所に参集する市の
職員）及び施設管理者が中心となり行います。 
また、展開期以降（２日目～）においては、地域住民自らが主体的に避難所運営に取り組
むために組織する「避難所運営組織」が行い、同組織の中で責任者を選定いただくことに
なります。 
なお、展開期以降は、方面隊及び施設管理者は、避難所運営組織の支援等を行います。 

13 災害復旧時の高槻でのボランティア
受け入れ組織と避難所との連携、連
絡方法などはどうなっていますか？ 

災害時のボランティアの受入れは、市と高槻市社会福祉協議会が締結した「高槻市災害ボ
ランティアセンターの設置等に関する協定」に基づき設置する「災害ボランティアセンタ
ー」が行います。 
また、避難所からのボランティアの派遣の要請については、基本的には、避難所運営組織
（№12 参照）が災害ボランティアセンターに要請することを想定しております。 
なお、災害時の連絡方法としては、方面隊により、各避難所等に設置している防災行政無
線等を使用することを想定しております。 

16 避難勧告、指示等は、どのような方
法で住民に徹底させるのですか？個
人の責任で、情報収集、判断を求め
るだけでは不十分ではありません
か？また、地震と水害ではおのずと
方法も異なるのではないですか？ 

避難勧告及び避難指示（緊急）の発令時には、防災行政無線からサイレン吹鳴を行った上
で放送を行うほか、緊急速報メール（エリアメール）や、市ホームページ、ツイッター等
により情報を発信いたします。 
また、ＮＨＫデータ放送において、ｄボタンを押していただきご覧いただける防災情報に
よりご確認いただけます。 
なお、地震と水害では避難情報を発令する基準は異なりますが、情報の発信は同様の手段
により行います。 

17 南海トラフ地震での、臨時情報での
対応はどうなりますか？ 

気象庁より「南海トラフ地震に関連する情報（臨時情報Ⅱ）」が発表された場合、市は、速
やかに情報を収集し、住民の方々に対して、今後の備えについての呼びかけ等を行うこと
となります。 

 
露天資材置き場！ （左は、3 月 19 日の写真） 
2 月 9 日、「前回公開請求後の協議資料」を開示請求しました。 
３月１４日 以下の内容で開示されました。 
2 月 7 日 “開発事業事前協議変更申出書”  都市クリが提出。 

変更申出書によるの変更の概要 
 施行区域の面積 ： 2300.54 ㎡ → 3250.29 ㎡ 
 開発事業の目的 ： 露天資材置き場 →露天資材置き場及び駐車場 
２月 15 日 市 変更申し出書受領 （意見書は以下の通り） 
「本計画であれば、都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為
に該当しない。」 
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高槻（前島）クリーンセンター 完成後の運転管理体制は大丈夫？ 
 高槻クリーンセンターは、新第一工場が今年１０月より試運転、平成３１年度よりが稼働します。本工場の稼働
後の運転体制については、３月議会前半の市政方針と質疑の中で、以下の体制で考慮されている事が明確になりま
した。 

 また、この“運転体制に係る方針”については、情報開示により、平成２９年１月１６日クリーンセンターが起案
した方針が２月８日に決済されている事が判明しました。 
 以下に決済文書に述べられた３項目の今回の運転体制選定の理由を抜粋します。また前文では、炉の安定稼働と
災害時の迅速な対応の為には、第２工場の経験を基にした直営運転無くしては不可能であると述べられています。 
 以降の考え方に添って直営運転を継続するものとする。 
１．新第１工場及び第２工場において、職員の技術継承を継続して行う為、焼却炉の状態を連続的に把握し、また、
重要な作業を昼間に集中して実施できるよう、月～金の日勤を直営（年末年始は別途調整）とする。 
２．職員の健康維持の推進、またワークライフバランスの観点から、月～金の夜勤及び土、日については終日を委
託とする。 
３．夜間、土日の委託については、焼却炉の安定稼働の実現、効率的なごみ発電及び焼却炉のライフサイクルコス
トの低減、災害発生時の迅速で強力なバックアップ体制の構築等の観点を主眼において、委託業者を選定する。 
 
さて、これをご覧になった皆様は、いかがお考えに成りますか？ 
 是非、編集室へお考えをお寄せ頂きたいと思います。 
  例えば一つの懸念は、職員の健康維持の推進の犠牲になる労働者を必要とする委託業者の質の問題は無いか？ 
        上記のような体制を、“直営運転”と言う事が出来るのか？ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

編集部  「守る会」は、個人会員を募集しています。 
会の趣旨に賛同して頂ける方であればど

なたでも入会可能です。  
「守る会」定例会は、毎月、第 4 土曜日 

１６：００～１８：００、上牧公民館 
（上牧町本澄寺前）で開催しております。 

連絡は、事務局村井（masa569@tcn.zaq.ne.jp） 迄                                
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